別記様式第１号（第８条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　東広島市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人又は団体にあっては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名
東広島市農業物価高騰対策補助金採択申請書
　東広島市農業物価高騰対策補助金の採択を受けたいので、東広島市農業物価高騰対策補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。
１　申請額
　　金　　　　　　　　　円
２　市税の納付状況の確認に対する同意（該当項目に「ㇾ」を記入すること。）
　　市税の納付状況を確認することについて、

□同意する。　　　　　　　　　　　　□同意しない。
※「同意しない」の場合は、「滞納のない証明書」のご提出をお願いします。
３　事業完了年度を含む３年間の実施状況報告に関する同意（該当項目に「ㇾ」を記入すること。）
□同意する。　　　　　　　　　　　　□同意しない。
４　交付要件（該当項目に「ㇾ」を記入すること。）
　□認定農業者、認定新規就農者、有機農業者、又は地域グループ営農団体
　□１０年以上農業を続ける意思がある

５　添付書類
　(1) 事業計画書（別記様式第２号）

(2) 事業予算書（別記様式第３号）

(3) 補助対象経費に係る見積書の写し
　(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
　
注１　「収支計画書」は、補助事業等を対象としたものであること。
　２　団体の運営費を補助金等の対象とする場合は、団体の組織の概要及び収支予算書を添付すること。　
別記様式第２号(第８条関係)
事　業　計　画　書
１　事業実施主体の概要

	所在地
	〒
	東広島市

	団体名
	
	※規約等組織運営に関する規定を添付

	代表者氏名
	

	連絡先
	ＴＥＬ
	ＦＡＸ

	担当者
	氏名
	ＴＥＬ

	構成員数
	　　　　名　　※構成員名簿を添付


２　事業計画（物価高騰に対応するために生産性向上を目指して行う取組）
○事業の内容

	事業実施
予定期間
	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日まで


	事業の概要
	（今回申請する取組の概要を記載）


	生産性向上に資する
事業効果
	

	事業費
	円
	補助金の要望額
	円


３　計画の詳細

１　取り組もうとする課題・取組の目標

（1） 現状・課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）取組の具体的な内容
（※機械・施設を導入する場合は、導入の目的、期待できる効果等を具体的に記載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ア　現状値・数値目標（作付面積・生産量・単収・単価・売上金額・雇用人数等）

	項目
	令和７年
	令和８年
	令和９年
	令和１０年

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	備考
	


別記様式第３号（第８条関係）
事　業　予　算　書
	区分
	予算額（円）
	摘要

	補助対象経費
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	
	
	

	
	　
	
	

	
	
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	　
	
	

	
	小計（税抜き額）
	①
	
	　

	
	消費税及び地方消費税額
	②
	　
	

	補助対象外経費
	　
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	　
	
	　

	
	小計（税抜き額）
	③
	
	　

	
	消費税及び地方消費税
	④
	
	　

	総事業費
	⑤
	
	①＋②＋③＋④

	
	
	
	
	
	
	
	

	補助対象経費計
	⑥
	円
	①

	補助金交付申請額

上記⑥×３／４（千円未満切捨て）

※⑥の４分の３に相当する額又は５００万円のいずれか低い額
	円


